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公布された条例のあらまし

◇鳥取県知事が行う予算の執行状況の調査等の対象法人を定める条例の新設について

１ 条例の新設理由

地方自治法施行令の一部が改正され、予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人について、条例で

定める法人が追加されたことに伴い、当該法人について定めるものである。

２ 条例の概要

(１) 予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人は、次のとおりとする。

ア 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上２分の１未満を出資している一般社団法

人及び一般財団法人並びに株式会社

イ 県がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１に相当する額以上２分の

１に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社

(２) 施行期日等

ア 施行期日は、公布日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

県出資法人の運営の透明性を高め、予算の適正な執行と議会の監視機能の強化に資するため、知事の調査権

の対象となり、県議会に経営状況を報告する県出資法人の範囲を拡大することに伴い、これらの法人を給与等

の状況を公表し、県議会に報告する法人に加える。

２ 条例の概要

(１) 給与等の状況の公表及び県議会への報告の対象とする法人を県が資本金、基本金その他これらに準ずる

ものの４分の１以上（現行 ２分の１以上）を出資したものにまで拡大する。

(２) 給与等の制度の変更に係る県議会への報告時期を変更のあった事業年度の経営状況を説明する書類が提

出される県議会（現行 変更の日以降の最初の県議会）とする。

(３) 施行期日は、公布日とする。

◇鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

鳥取県立総合療育センターにおいて、障害者自立支援法の生活介護を行うことに伴い、その利用に係る使用

料の額を定める。

２ 条例の概要

(１) 障害者自立支援法の生活介護に係る鳥取県立総合療育センターの利用については、障害福祉サービスに

通常要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した額の使用料を徴収する。

(２) 施行期日は、公布日とする。

◇鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

施設の老朽化に伴い、高城第２団地を廃止する。

２ 条例の概要

(１) 次のとおり、県営住宅を廃止する。

名称 位置 廃止理由

高城第２団地 倉吉市下米積 施設の老朽化

(２) 施行期日は、公布日とする。
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◇鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

県内における企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって県内の経済の活性化に資するため、特に著

しい雇用の増加を伴う企業立地事業等に対する助成を拡充するとともに、県内で新たにコンテンツの制作等に

係る事業を行う者に対する補助金を新設する等所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 企業立地事業補助金の対象事業にコンテンツの制作等に係る事業で投資額が3,000万円を超え、雇用増

が５人以上のものを追加する。

(２) 企業立地事業のうち、製造、開発等を集約する拠点と知事が認める工場等に関するもの又は特に著しい

雇用の増加を伴うと知事が認めるものに対する企業立地事業補助金の額に、投下固定資産額に100分の10

（現行 100分の５）を乗じて得た額及び初年度賃借料の額に100分の50（現行 100分の25）を乗じて得た

額を加算する。

(３) 県内において新たに行うコンテンツの制作等に係る事業を行う者であって、３人以上の新規雇用労働者

（このうち、県外からの転居者以外の者は、１人以上とする。）を雇用することについて知事の認定を受け

たものに対しては、当該事業に係る次に掲げる額を５年間に限り助成する。

ア その間に増加した新規雇用労働者（６月を超えて雇用された者に限る。）１人につき50万円

イ 事業の用に供する事業所及び設備機器の賃借料、電気通信役務の提供を受けるのに要する費用の額等の

２分の１に相当する額

(４) (３)の補助金の交付を受けた者は、事業の開始の日から10年間継続して事業を営むよう努めなければな

らない。

(５) その他所要の規定の整備を行う。

(６) 施行期日等

ア 施行期日は、公布日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

(１) 暴力団等からの保護対象者の警護等の業務は、危険性が高く、給与上特別の考慮が必要なことから、特

殊勤務手当の支給対象とする。

(２) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の状況の変化に応じ、この区域で作業に従事した場合に支

給する特殊勤務手当を見直す。

２ 条例の概要

(１) 職員が、暴力団等による危害を防止するために保護を受ける者の身辺警護又は居宅等の張付警戒の作業

に従事したときは、１日につき820円の銃器犯罪捜査手当を支給する。

(２) 職員が、帰還困難区域、居住制限区域等において作業に従事した場合に支給する災害応急手当の額を次

のとおり改める。

区 分 現 行 改正後

福島第一原子力発電所の敷地内 免震重要棟外 20,000円 13,300円

免震重要棟内 5,000円 3,300円

警戒区域 屋外 10,000円 6,600円

屋内 2,000円 1,330円

帰還困難区域 屋外 ※ 5,000円 6,600円

屋内 ※ 1,000円 1,330円

居住制限区域 屋外 ※ 5,000円 3,300円
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屋内 ※ 1,000円 660円

屋内退避指示区域 2,500円 廃 止

※は、避難指示区域として支給

(３) 施行期日等

ア 施行期日は、公布日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。
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条 例

鳥取県知事が行う予算の執行状況の調査等の対象法人を定める条例をここに公布する。

平成24年７月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第45号

鳥取県知事が行う予算の執行状況の調査等の対象法人を定める条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第152条第１項第３号及

び第４項第２号の規定に基づき、予算の執行に関する知事の調査等の対象となる一般社団法人及び一般財団法

人並びに株式会社（以下「一般社団法人等」という。）を定めるものとする。

（令第152条第１項第３号の一般社団法人等）

第２条 令第152条第１項第３号の条例で定める一般社団法人等は、県が資本金、基本金その他これらに準ずる

ものの４分の１以上２分の１未満を出資している一般社団法人等（同条第３項の規定によりこれらの一般社団

法人等とみなされる法人を含む。）とする。

（令第152条第４項第２号の一般社団法人等）

第３条 令第152条第４項第２号の条例で定める一般社団法人等は、県がその者のためにその資本金、基本金そ

の他これらに準ずるものの４分の１に相当する額以上２分の１に相当する額未満の額の債務を負担している一

般社団法人等とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 第２条又は第３条に規定する一般社団法人等についての地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第

２項の規定による書類の作成及び議会への提出は、この条例の施行の日前に終了した直近の事業年度分の決算

に関する書類から行うものとする。
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鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年７月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第46号

鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例（平成16年鳥取県条例第44号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法施行令（昭和22年政 第１条 この条例は、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号）第152条第１項に規定する法人であっ 令第16号）第152条第１項第１号及び第２号に規定

て、鳥取県が設立し、又は資本金、基本金その他こ する法人であって、鳥取県が設立し、又は資本金、

れらに準ずるものの４分の１以上を出資しているも 基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を

の（以下「県出資法人等」という。）が給与等の状 出資したもの（以下「県出資法人等」という。）が

況を自ら県民に公表すること等により、県出資法人 給与等の状況を自ら県民に公表すること等により、

等の運営の透明性を確保することを目的とする。 県出資法人等の運営の透明性を確保することを目的

とする。

（議会への報告） （議会への報告）

第３条 略 第３条 略

２ 前項の規定による報告は、報告する事項に係る事 ２ 県出資法人等は、前項の規定による報告を、前条

業年度の県出資法人等の経営状況を説明する書類が 第１号及び第２号の事項にあっては地方自治法（昭

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第 和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定によ

２項の規定により提出される県議会において行うも り当該県出資法人等の経営状況を説明する書類が提

のとする。 出される県議会に、前条第３号及び第４号の事項に

あっては当該報告すべき事項が生じた日以降の最初

の県議会に、それぞれ行うものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年７月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第47号

鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年鳥取県条例第11号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（障害児入所施設及び児童発達支援センターにおける （障害児入所施設及び児童発達支援センターにおける

使用料等の徴収） 使用料等の徴収）

第７条 障害者自立支援法（平成17年法律第123号） 第７条 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）

第５条第７項に規定する生活介護に係る鳥取県立総 第５条第８項に規定する短期入所（次条において

合療育センター（以下「総合療育センター」とい 「短期入所」という。）に係る鳥取県立皆成学園

う。）の利用並びに同条第８項に規定する短期入所 （以下「皆成学園」という。）及び鳥取県立総合療

（次条において「短期入所」という。）に係る鳥取 育センター（以下「総合療育センター」という。）

県立皆成学園（以下「皆成学園」という。）及び総 の利用については、１月につき、同法第29条第３項

合療育センターの利用については、１月につき、同 第１号に掲げる額の使用料を徴収する。

法第29条第３項第１号に掲げる額の使用料を徴収す

る。

２～８ 略 ２～８ 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年７月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第48号

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和34年鳥取県条例第49号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条の２関係） 別表第１（第２条の２関係）

名 称 位 置 名 称 位 置

略 略

略 倉吉市上米積 略 倉吉市上米積

高城第３団地 高城第３団地

高城第２団地 倉吉市下米積

略 略

別表第２（第26条関係） 別表第２（第26条関係）

名 称 管理を行わせる者 名 称 管理を行わせる者

略 略

三明寺団地 北野団地 小鴨団 倉吉市 三明寺団地 北野団地 小鴨団 倉吉市

地 東和田団地 高城第１団地 地 東和田団地 高城第１団地

高城第３団地 高城第２団地 高城第３団地

略 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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鳥取県企業立地等事業助成条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年７月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第49号

鳥取県企業立地等事業助成条例の一部を改正する条例

鳥取県企業立地等事業助成条例（平成15年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 企業立地等事業 企業立地事業、情報通信関 (１) 企業立地等事業 企業立地事業、情報通信関

連雇用事業及びコンテンツ・事務管理関連雇用事 連雇用事業及び事務管理部門雇用創出事業をい

業をいう。 う。

(２) 企業立地事業 知事が鳥取県企業立地等事業 (２) 企業立地事業 知事（地方自治法（昭和22年

助成条例施行要綱（以下「要綱」という。）で定 法律第67号）第153条第１項の規定により知事の

める県内の地域において次の表の左欄に掲げる事 権限に属する事務が委任されている場合にあって

業（以下「特定事業」という。）の用に供する工 は、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例（平成

場、事業所その他の施設（以下「工場等」とい ６年鳥取県条例第５号）第14条第２項に規定する

う。）又は設備（既存の設備に代えて設置するも 商工労働部長。以下同じ。）が鳥取県企業立地等

のを除く。）を設置する事業（以下「新増設事 事業助成条例施行要綱（以下「要綱」という。）

業」という。）であって、当該新増設事業に係る で定める県内の地域において、次に掲げる業種の

投資額が同表の中欄に定める金額を超え、かつ、 いずれかに属する事業（以下「特定事業」とい

当該新増設事業の実施に伴い増加する常時雇用労 う。）の用に供する工場若しくは事業所（以下

働者（同表２の項に掲げる事業にあっては短時間 「工場等」という。）を設置し、又は特定事業の

労働者を含み、同表３の項から５の項までに掲げ 拡大を目的として特定事業の用に供する施設若し

る事業にあっては技術者、デザイナー（デザイン くは設備（既存の設備に代えて設置するものを除

の考案及び図上における設計又は表現を行うこと く。）を設置する事業（以下「新増設事業」とい

を職務とする者をいう。）及び科学技術に関する う。）であって、次に掲げる業種の区分に応じ、

研究者に限る。以下同じ。）の数が同表の右欄に それぞれに定める要件に該当すること及び事業の

定める人数以上であること及び特定事業の実施に 実施に当たり環境保全に関する適切な措置が講じ

当たり環境保全に関する適切な措置が講じられる られる見込みであることについて知事の認定を受

見込みであることについて知事の認定を受けたも けたものをいう。

のをいう。

ア 製造業その他地域経済の活性化に寄与するも

のとして知事が要綱で定める業種 新増設事業

に係る投資額が１億円を超え、かつ、新増設事

業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が10人

以上であること。

イ 情報処理・提供サービス業 新増設事業に係

る投資額が3,000万円を超え、かつ、新増設事
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業の実施に伴い増加する常時雇用労働者及び短

時間労働者が合計で20人以上であること。

ウ ソフトウェア業、職員教育施設・支援業（技

術者の研修を主たる目的とするものに限る。以

下同じ。）、デザイン・機械設計業、自然科学

研究所その他産業の高度化に寄与するものとし

て知事が要綱で定める業種 新増設事業に係る

投資額が3,000万円を超え、かつ、新増設事業

の実施に伴い増加する常時雇用労働者（技術

者、デザイナー（デザインの考案及び図上にお

ける設計又は表現を行うことを職務とする者を

いう。以下同じ。）及び科学技術に関する研究

者に限る。）が５人以上であること。

１ 製造業又は地域経済の活 １億円 10人

性化に寄与するものとして

知事が要綱で定める業種に

属する事業

２ 情報処理・提供サービス 3,000万円 20人

業に属する事業

３ ソフトウェア業、デザイ 3,000万円 ５人

ン・機械設計業又は産業の

高度化に寄与するものとし

て知事が要綱で定める業種

に属する事業

４ 自然科学研究所に属する 3,000万円 ５人

事業

５ 職員教育施設・支援業 3,000万円 ５人

（技術者の研修を主たる目

的とするものに限る。）に

属する事業

６ コンテンツの創造、保護 3,000万円 ５人

及び活用の促進に関する法

律（平成16年法律第81号）

第２条第１項に規定するコ

ンテンツの制作等を行う事

業のうち、知事が要綱で定

めるもの

(３) 情報通信関連雇用事業 県内において次の表 (３) 情報通信関連雇用事業 県内において、次の

の左欄に掲げる事業（専用通信回線を利用して行 表の左欄に掲げる業種のいずれかに属する事業

うものに限る。以下「情報通信関連事業」とい （専用通信回線を利用して行うものに限る。以下

う。）の用に供する事業所を賃借により設置し、 「情報通信関連事業」という。）の用に供する事

若しくは既に設置している情報通信関連事業の用 業所を賃借により設置し、若しくは既に設置して

に供する事業所の床面積を賃借により増加させ、 いる情報通信関連事業の用に供する事業所の床面

又は専用通信回線を新たに情報通信関連事業の用 積を賃借により増加させ、又は専用通信回線を新

に供し、若しくは情報通信関連事業の用に供する たに情報通信関連事業の用に供し、若しくは情報
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専用通信回線の回線数、延長若しくは容量を増加 通信関連事業の用に供する専用通信回線の回線

させる事業（以下「事業所設置等事業」とい 数、延長若しくは容量を増加させる事業（以下

う。）であって、当該事業所設置等事業の実施に 「事業所設置等事業」という。）であって、当該

伴い増加する常時雇用労働者の数が同表の右欄に 事業所設置等事業の実施に伴い増加する同表の中

定める人数以上であることについて知事の認定を 欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に定める人

受けたものをいう。 数以上であることについて知事の認定を受けたも

のを実施した者が、当該事業所設置等事業の実施

前の同表の中欄に掲げる者の人数にそれぞれ同表

の右欄に定める人数を加えた人数以上の同表の中

欄に掲げる者を雇用して当該情報通信関連事業を

継続する事業をいう。

前号の表２の項に掲げる事業 20人 情報処理・提供サービス 常時雇用労 合計で

前号の表３の項又は４の項に掲げる ５人 業 働者及び短 20人

事業 時間労働者

ソフトウェア業、デザイ 常時雇用労 ５人

ン・機械設計業、自然科 働者（技術

学研究所その他産業の高 者、デザイ

度化に寄与するものとし ナー及び科

て知事が要綱で定める業 学技術に関

種 する研究者

に限る。）

(４) 事務管理部門雇用創出事業 県内において、

事務に係る業務で知事が要綱で定めるもの（以下

「事務管理業務」という。）を新たに行う事業

（以下「事務管理事業」という。）であって、当

該事務管理事業の実施に伴い増加する見込みであ

る常時雇用労働者（以下「対象事務管理事業従事

予定者」という。）の人数が５人以上であること

について知事の認定を受けたものを実施した者

が、当該事務管理事業の実施前の常時雇用労働者

の人数に５を加えた数以上の常時雇用労働者（以

下「対象事務管理事業従事者」という。）を雇用

して当該事務管理事業を継続する事業をいう。こ

の場合において、事務管理業務に従事するため当

該従事開始の日までに県外から住所を移転した常

時雇用労働者（以下「県内転入者」という。）の

うち、対象事務管理事業従事予定者及び対象事務

管理事業従事者とする人数は、２人を限度とす

る。

(４) コンテンツ・事務管理関連雇用事業 県内に

おいて新たに行う次の表の左欄に掲げる事業（以

下「コンテンツ事業等」という。）であって、当

該コンテンツ事業等の実施に伴い増加する常時雇

用労働者の数が同表の中欄に定める人数以上であ

り、かつ、当該常時雇用労働者のうち当該コンテ
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ンツ事業等の業務に従事する日までに県外から住

所を移転したもの（以下「県内転入者」とい

う。）の数が同表の右欄に定める人数以下である

ことについて知事の認定を受けたものをいう。

第２号の表６の項に掲げ ３人 第２号の表６

る事業 の項に掲げる

事業の実施に

伴い増加する

常時雇用労働

者の数から１

を差し引いた

人数

知事が要綱で定める事務 ５人 ２人

に係る業務を行う事業

(５) 投下固定資産額 企業立地事業を実施する者 (５) 投下固定資産額 新増設事業を実施する者

（法人である場合にあっては、当該法人の総株主 （新増設事業を実施する者が法人である場合にあ

の議決権の過半数を有する法人その他これに類す っては、当該新増設事業を実施する法人（以下こ

る法人として知事が要綱で定めるものを含む。次 の号において「実施法人」という。）の会社法

号において同じ。）が新増設事業に係る土地、家 （平成17年法律第86号）の規定により計算される

屋及び償却資産（地方税法（昭和25年法律第226 総株主の議決権の過半数を有する法人その他これ

号）第341条第４号に規定する償却資産をいう。 に類する法人として知事が要綱で定めるもの（以

以下同じ。）を取得するために要する費用の額 下この号において「親法人」という。）、親法人

（第２号の表１の項に掲げる事業の原料又は材料 が同法の規定により計算される総株主の議決権の

として使用する農林水産物を自ら生産する場合に 過半数を有する実施法人以外の法人その他これに

あっては、その生産に係る土地、家屋及び償却資 類する法人として知事が要綱で定めるものを含

産であって知事が要綱で定めるものを取得するた む。以下同じ。）が新増設事業に伴う土地、家屋

めに要する費用の額を含む。）その他新増設事業 及び償却資産（地方税法（昭和25年法律第226

に必要な費用として知事が要綱で定める額の合計 号）第341条第４号に規定する償却資産をいう。

額（新増設事業に対し、県から他の補助金等の交 以下同じ。）の取得に要する費用の額（第２号ア

付を受け、又は受けようとする場合にあっては、 に掲げる業種に係る新増設事業を実施する者が、

当該交付の対象となる費用のうち、知事が要綱で その原料又は材料として使用する農林水産物を自

定める額を除く。）をいう。 ら生産する場合にあっては、その生産に係る土

地、家屋及び償却資産であって知事が要綱で定め

るものの取得に要する費用の額を含む。）その他

新増設事業に必要な費用の額として知事が要綱で

定める費用の額の合計額（新増設事業に対し、県

から他の補助金等の交付を受け、又は受けようと

する場合にあっては、当該交付の対象となる経費

に相当する額を除く。ただし、控除しないものと

して知事が要綱で定めるものは、この限りでな

い。）をいう。

(６) 賃借料 企業立地事業を実施する者が新増設 (６) 賃借料 新増設事業を実施する者が新増設事

事業に係る土地、家屋及び償却資産を賃借するた 業に伴う土地、家屋及び償却資産の賃借に要する

めに要する費用の額（５年以上の契約期間を有す 費用の額（５年以上の契約期間を有する賃貸借契

る賃貸借契約に係るものに限り、第２号の表１の 約に係るものに限り、第２号アに掲げる業種に係
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項に掲げる事業の原料又は材料として使用する農 る新増設事業を実施する者が、その原料又は材料

林水産物を自ら生産する場合にあっては、その生 として使用する農林水産物を自ら生産する場合に

産に係る土地、家屋及び償却資産であって知事が あっては、その生産に係る土地、家屋及び償却資

要綱で定めるものを賃借するために要する費用の 産であって知事が要綱で定めるものの賃借に要す

額を含む。）をいう。 る費用の額を含む。）をいう。

(７)～(10) 略 (７)～(10) 略

２ 略 ２ 略

（企業立地等事業に係る知事の認定の特例） （企業立地等事業に係る知事の認定の特例）

第２条の２ 資本金の額又は出資の総額が３億円以下 第２条の２ 資本金の額又は出資の総額が３億円以下

の会社並びに前条第１項第８号に規定する一般被保 の会社並びに前条第１項第８号に規定する一般被保

険者の数が300人以下の会社及び個人であって、工 険者の数が300人以下の会社及び個人であって、工

場等を県内の地域に設置しているものが新増設事業 場等を県内の地域に設置しているものが新増設事業

を実施する場合における同項第２号の規定の適用に を実施する場合における同項第２号ア及びウの規定

ついては、同号の表１の項中「１億円」とあるのは の適用については、平成23年７月１日から平成25年

「3,000万円」と、「10人」とあるのは「３人」 ３月31日までの間、同号ア中「１億円」とあるのは

と、同表３の項から６の項までの規定中「５人」と 「3,000万円」と、「10人以上」とあるのは「３人

あるのは「３人」とする。 以上」と、同号ウ中「５人以上」とあるのは「３人

以上」とする。

（補助金の交付等） （補助金の交付等）

第３条 県は、第１条の目的を達成するため、予算の 第３条 県は、第１条の目的を達成するため、予算の

範囲内で次の表の左欄に掲げる補助金を、それぞれ 範囲内で次の表の左欄に掲げる補助金を、それぞれ

同表の中欄に定める者に対して交付する。この場合 同表の中欄に定める者に対して交付する。この場合

において、当該補助金の額は、それぞれ同表の右欄 において、当該補助金の額は、それぞれ同表の右欄

に定める額以下とする。 に定める額以下とする。

１ 企業立 (１) 企業 投下固定資産額のうち １ 企業立 (１) 企業 投下固定資産額のうち

地事業補 立地事業 20億円を超える部分の 地事業補 立地事業 20億円を超える部分の

助金 （第２条 額に100分の15を乗じて 助金 （第２条 額に100分の15を乗じて

第１項第 得た額に２億円を加え 第１項第 得た額に２億円を加え

２号の表 た額及び新増設事業の ２号アに た額及び新増設事業の

１の項に 完了の日から１年間分 掲げる業 完了の日から１年間分

掲げる事 の賃借料（情報通信関 種に係る の賃借料（情報通信関

業であっ 連雇用事業補助金又は ものであ 連雇用事業補助金若し

て、投下 コンテンツ・事務管理 って、投 くは事務管理部門雇用

固定資産 関連雇用事業補助金の 下固定資 創出事業補助金の交付

額が140億 交付を受け、又は受け 産額が140 を受け、又は受けよう

円 を 超 ようとする者に係る当 億円を超 とする者に係る当該情

え 、 か 該情報通信関連雇用事 え 、 か 報通信関連雇用事業補

つ、新増 業補助金又はコンテン つ、新増 助金若しくは事務管理

設事業の ツ・事務管理関連雇用 設事業の 部門雇用創出事業補助

実施に伴 事業補助金の対象とな 実施に伴 金の対象となるものを

い増加す るものを除く。以下 い増加す 除く。以下「初年度賃

る常時雇 「初年度賃借料」とい る常時雇 借料」という。）の額

用労働者 う。）の額に100分の50 用労働者 に100分の50を乗じて得
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が100人以 を乗じて得た額の合計 が100人以 た額の合計額（30億円

上である 額（30億円を限度とす 上である を限度とする。）

ものに限 る。） ものに限

る。）を る。）を

実施する 実施する

者 者

(２) 企業 略 (２) 企業 略

立地事業 立地事業

（第２条 （第２条

第１項第 第１項第

２号の表 ２号アに

１の項に 掲げる業

掲げる事 種に係る

業であっ ものであ

て、投下 って、投

固定資産 下固定資

額が70億 産額が70

円 を 超 億円を超

え 、 か え 、 か

つ、新増 つ、新増

設事業の 設事業の

実施に伴 実施に伴

い増加す い増加す

る常時雇 る常時雇

用労働者 用労働者

が50人以 が50人以

上である 上である

ものに限 ものに限

る。）を る。）を

実施する 実施する

者（(１) 者（(１)

に掲げる に掲げる

者 を 除 者 を 除

く。） く。）

(３) 企業 略 (３) 企業 略

立地事業 立地事業

（第２条 （第２条

第１項第 第１項第

２号の表 ２号アに

１の項に 掲げる業

掲げる事 種に係る

業であっ ものであ

て、投下 って、投

固定資産 下固定資

額が20億 産額が20
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円 を 超 億円を超

え 、 か え 、 か

つ、新増 つ、新増

設事業の 設事業の

実施に伴 実施に伴

い増加す い増加す

る常時雇 る常時雇

用労働者 用労働者

が30人以 が30人以

上である 上である

ものに限 ものに限

る。）を る。）を

実施する 実施する

者（(１) 者（(１)

及び(２) 及び(２)

に掲げる に掲げる

者 を 除 者 を 除

く。） く。）

(４) 企業 略 (４) 企業 略

立地事業 立地事業

（第２条 （第２条

第１項第 第１項第

２号の表 ２号アに

１の項に 掲げる業

掲げる事 種に係る

業であっ ものであ

て、投資 って、投

額が20億 資額が20

円 を 超 億円を超

え、投下 え、投下

固定資産 固定資産

額が20億 額が20億

円以下で 円以下で

あり、か あり、か

つ、新増 つ、新増

設事業の 設事業の

実施に伴 実施に伴

い増加す い増加す

る常時雇 る常時雇

用労働者 用労働者

が30人以 が30人以

上である 上である

ものに限 ものに限

る。）を る。）を

実施する 実施する
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者 者

(５) 企業 略 (５) 企業 略

立地事業 立地事業

（第２条 （第２条

第１項第 第１項第

２号の表 ２号ア又

１の項又 はイに掲

は２の項 げる業種

に掲げる に係るも

事業に限 の に 限

る。）を る。）を

実施する 実施する

者（(１) 者（(１)

から(４) から(４)

までに掲 までに掲

げる者を げる者を

除く。） 除く。）

(６) 企業 略 (６) 企業 略

立地事業 立地事業

（第２条 （ソフト

第１項第 ウ ェ ア

２号の表 業、デザ

３の項又 イン・機

は６の項 械設計業

に掲げる 又は第２

事業に限 条第１項

る。）を 第２号ウ

実施する の知事が

者 要綱で定

める業種

に係るも

の に 限

る。）を

実施する

者

(７) 企業 略 (７) 企業 略

立地事業 立地事業

（第２条 （職員教

第１項第 育施設・

２号の表 支援業又

４の項又 は自然科

は５の項 学研究所

に掲げる に係るも

事業に限 の に 限

る。）を る。）を
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実施する 実施する

者 者

２ 情報通 情報通信関 事業所設置等事業の実 ２ 情報通 情報通信関 情報通信関連雇用事業

信関連雇 連雇用事業 施前の常時雇用労働者 信関連雇 連雇用事業 を実施している期間

用事業補 を実施する の数に第２条第１項第 用事業補 を実施する （最初の情報通信関連

助金 者 ３号の表の右欄に定め 助金 者 雇用事業の開始の日か

る人数を加えた人数以 ら５年を経過する日ま

上の常時雇用労働者を での期間内にある期間

雇用している期間（情 に限り、１年に満たな

報通信関連雇用事業の い端数がある場合に

開始の日から５年を経 は、これを切り捨てる

過する日までの期間内 ものとする。以下この

にある期間に限り、１ 項において「事業実施

年に満たない端数があ 期間」という。）の事

る場合には、これを切 業所（事業所設置等事

り 捨 て る も の と す 業により事業の用に供

る。）中の次のア及び されたもの又は事業所

イに掲げる額の合計額 設置等事業により増加

した床面積に係る部分

に限る。）の賃借に要

する費用の額に100分の

50を乗じて得た額（１

年間につき1,200万円を

限度とする。）並びに

事業実施期間の専用通

信回線（事業所設置等

事業により事業の用に

供されたもの又は事業

所設置等事業により増

加した回線数、延長若

しくは容量に係る部分

に限る。）の使用料及

び通信料の額に100分の

50を乗じて得た額（１

年間につき2,000万円を

限度とする。）の合計

額

ア 事業所（新たに事

業所設置等事業の用

に供されたもの又は

事業所設置等事業に

より増加した床面積

に 係 る 部 分 に 限

る。）の賃借に要す

る費用の額に100分の
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5 0を乗じて得た額

（１年間につき1,200

万 円 を 限 度 と す

る。）

イ 専用通信回線（新

たに事業所設置等事

業の用に供されたも

の又は事業所設置等

事業により増加した

回線数、延長若しく

は容量に係る部分に

限る。）の使用料及

び通信料の額に100分

の50を乗じて得た額

（１年間につき2,000

万 円 を 限 度 と す

る。）

３ コンテ コンテンツ コンテンツ事業等の実 ３ 事務管 事務管理部 次のアからウまでに掲

ンツ・事 ・事務管理 施前の常時雇用労働者 理部門雇 門雇用創出 げる額の合計額

務管理関 関連雇用事 の数に第２条第１項第 用創出事 事業を実施

連雇用事 業を実施す ４号の表の中欄に定め 業補助金 する者

業補助金 る者 る人数を加えた人数以

上の常時雇用労働者

（県内転入者にあって

は、同表の右欄に定め

る 人 数 を 限 度 と す

る。）を雇用している

期間（コンテンツ・事

務管理関連雇用事業の

開始の日から５年を経

過する日までの期間内

にある期間に限り、１

年に満たない端数があ

る場合には、これを切

り 捨 て る も の と す

る。）中の次のアから

ウまでに掲げる額の合

計額

ア 別表の左欄に掲げ ア 事務管理部門雇用

る年度ごとの同表の 創出事業を実施して

右欄に定める数を合 いる期間（最初の事

計した数（100を限度 務管理部門雇用創出

とする。）に50万円 事業の開始の日から

を乗じて得た額 ５年を経過する日ま

での期間内にある期
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間に限り、１年に満

たない端数がある場

合には、これを切り

捨てるものとする。

以下この項及び別表

において「事業実施

期間」という。）に

雇用した新規雇用労

働者（事務管理業務

に引き続き６月以上

従事した常時雇用労

働者をいう。以下こ

の項及び別表におい

て同じ。）の人件費

のうち、別表の左欄

に掲げる年度の区分

に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める数

の合計数（当該合計

数は、第２条第１項

第４号の知事の認定

に係る新規雇用労働

者の数の合計数の範

囲内で、かつ、100を

限度とする。）に50

万円を乗じて得た額

イ 事業所（新たにコ イ 事業実施期間の事

ンテンツ事業等の用 業所（事務管理事業

に供されたもの又は に伴い当該事業の用

コンテンツ事業等に に供されたもの又は

伴い増加した床面積 事務管理事業に伴い

に 係 る 部 分 に 限 増加した床面積に係

る。）の賃借に要す る部分に限る。）の

る費用の額（情報通 賃借に要する費用の

信関連雇用事業補助 額（情報通信関連雇

金の交付を受け、又 用事業補助金の交付

は受けようとする者 を受け、又は受けよ

に係る当該情報通信 うとする者に係る当

関連雇用事業補助金 該情報通信関連雇用

の対象となるものを 事業補助金の対象と

除く。）、設備機器 なるものを除く。）

（コンテンツ事業等 並びに設備機器の賃

の用に供されたもの 借に要する費用の額

に限る。）の賃借に その他の知事が要綱

要する費用の額その で定める費用の額に
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他の知事が要綱で定 100分の50を乗じて得

める費用の額に100分 た額（１年間につき

の50を乗じて得た額 1,000万円を限度とす

（１年間につき1,000 る。）

万 円 を 限 度 と す

る。）

ウ 電気通信役務提供 ウ 事業実施期間の電

契約（コンテンツ事 気通信役務提供契約

業等のために新たに に基づき支払をする

締結され、又は変更 経費の額（事務管理

さ れ た も の に 限 事業に伴い当該事業

る。）に基づき支払 の用に供されたもの

う経費の額（専用通 に限り、専用通信回

信回線（新たにコン 線（事務管理事業に

テンツ事業等の用に 伴い事業の用に供さ

供されたもの又はコ れたもの又は事務管

ンテンツ事業等に伴 理事業に伴い増加し

い増加した回線数、 た回線数、延長若し

延長若しくは容量に くは容量に係る部分

係る部分に限る。） に限る。）の使用料

の使用料及び通信料 及び通信料の額（情

の額を含み、情報通 報通信関連雇用事業

信関連雇用事業補助 補助金の交付を受

金の交付を受け、又 け、又は受けようと

は受けようとする者 する者に係る当該情

に係る当該情報通信 報通信関連雇用事業

関連雇用事業補助金 補助金の対象となる

の対象となるものを ものを除く。）を含

除く。）に100分の50 む。）に100分の50を

を乗じて得た額（１ 乗じて得た額（１年

年間につき500万円を 間につき500万円を限

限度とする。) 度とする。）

２ 略 ２ 略

３ 第１項の規定にかかわらず、企業立地事業のうち ３ 第１項の規定にかかわらず、企業立地事業のうち

次の表の左欄に掲げるものに対する企業立地事業補 次の表の左欄に掲げるものに対する企業立地事業補

助金の額は、同項の表の右欄に定める額に、それぞ 助金の額は、同項の表の右欄に定める額に、それぞ

れ次の表の右欄に定める額を加算した額以下とす れ次の表の右欄に定める額を加算した額以下とす

る。 る。

１ 第２条第１項第 略 １ 第２条第１項第 略

２号の表１の項に ２号アに掲げる業

掲げる事業で、二 種に属する事業

酸化炭素の排出量 で、二酸化炭素の

の削減に効果を有 排出量の削減に効

するものとして知 果を有するものと

事が要綱で定める して知事が要綱で
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もの（家屋及び償 定めるもの（家屋

却資産の取得を伴 及び償却資産の取

うものに限る。） 得を伴うものに限

る。）

２ 次のいずれかに 次のア及びイに掲げる額の ２ 次のいずれかに 投下固定資産額（１の項に

該当する事業で、 合計額（10億円を限度とす 該当する事業で、 該当する場合にあっては、

知事が特に認める る。） 知事が特に認める 投下固定資産額から投下環

もの もの 境有益固定資産額を控除し

(１) 県が定める (１) 県が定める た額。以下この表において

安定的かつ持続 安定的かつ持続 同じ。）に100分の５を乗じ

可能な経済成長 可能な経済成長 て得た額及び初年度賃借料

の実現のための の実現のための の額に100分の25を乗じて得

計画において県 計画において県 た額の合計額（10億円を限

内で成長が見込 内で成長が見込 度とする。）

まれる産業分野 ア 投下固定資産額（１の まれる産業分野

として位置付け 項に該当する場合にあっ として位置付け

たもの（戦略的 ては、投下固定資産額か たもの（戦略的

に推進するもの ら投下環境有益固定資産 に推進するもの

に限る。）に関 額を控除した額。以下こ に限る。）に関

する事業 の表において同じ。） する事業

(２) 先進的な技 に、次に掲げる区分に応 (２) 先進的な技

術を活用する事 じそれぞれに定める率を 術又は県内の資

業 乗じて得た額 源を活用する事

(ア) 製造、開発等を集 業

(３) 県内の資源 約する拠点と知事が認

を活用する事業 める工場等に関する事

(４) 著しい雇用 業 100分の10 (３) 著しい雇用

の増加を伴う事 (イ) 特に著しい雇用の の増加を伴う事

業 増加を伴うと知事が認 業

める事業 100分の10

(ウ) (ア)及び(イ)に掲

げる事業以外の事業

100分の５

イ 初年度賃借料の額に、

次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める率を乗じ

て得た額

(ア) アの(ア)及び(イ)

に掲げる事業 100分の

50

(イ) アの(ア)及び(イ)

に掲げる事業以外の事

業 100分の25

略 略

４～６ 略 ４～６ 略
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７ 第１項の規定にかかわらず、情報通信関連雇用事 ７ 第１項の規定にかかわらず、情報通信関連雇用事

業又はコンテンツ・事務管理関連雇用事業のうち著 業又は事務管理部門雇用創出事業のうち著しい雇用

しい雇用の増加を伴う事業その他事業の規模等を勘 の増加を伴う事業その他事業の規模等を勘案して知

案して知事が特に認める事業に対する情報通信関連 事が特に認める事業に対する情報通信関連雇用事業

雇用事業補助金又はコンテンツ・事務管理関連雇用 補助金又は事務管理部門雇用創出事業補助金の額

事業補助金の額は、同項の表の右欄に定める額に知 は、第１項の表の右欄に定める額に知事が別に定め

事が別に定める額を加算した額以下とする。 る額を加算した額以下とする。

８ 略 ８ 略

（事業実施者の責務） （事業実施者の責務）

第４条 次の表の左欄に掲げる補助金の交付を受けた 第４条 次の表の左欄に掲げる補助金の交付を受けた

者（次条において「事業実施者」という。）は、そ 者（次条において「事業実施者」という。）は、そ

れぞれ同表の中欄に掲げる事業を同表の右欄に定め れぞれ同表の中欄に掲げる事業を同表の右欄に定め

る期間継続して営むよう努めなければならない。 る期間継続して営むよう努めなければならない。

略 略

コンテンツ コンテンツ・事 コンテンツ・事務管 事務管理部 事務管理部門雇 最初の事務管理部門

・事務管理 務管理関連雇用 理関連雇用事業の開 門雇用創出 用創出事業補助 雇用創出事業の開始

関連雇用事 事業補助金の対 始の日から10年間 事業補助金 金の対象となっ の日から10年間

業補助金 象となったコン た事務管理部門

テンツ・事務管 雇用創出事業に

理関連雇用事業 係る事務管理事

に係るコンテン 業

ツ事業等

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

１ 略 １ 略

（この条例の失効） （この条例の失効）

２ 略 ２ 略

３ 平成25年３月31日以前に第２条第１項第２号の知 ３ この条例の失効の日以前に第２条第１項第２号の

事の認定を受けた企業立地事業、同日以前に同項第 知事の認定を受けた企業立地事業、同日以前に同項

３号の知事の認定を受けた情報通信関連雇用事業及 第３号の知事の認定を受けた事業所設置等事業に係

び同日以前に同項第４号の知事の認定を受けたコン る情報通信関連雇用事業及び同日以前に同項第４号

テンツ・事務管理関連雇用事業に係る第３条第１項 の知事の認定を受けた事務管理事業に係る事務管理

の表の左欄に掲げる補助金については、同条から第 部門雇用創出事業に係る第３条第１項の表の左欄に

５条までの規定は、この条例の失効後も、なおその 掲げる補助金については、同条、第４条及び第５条

効力を有する。 の規定は、この条例の失効後も、なおその効力を有

する。

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

初年度（コンテンツ・ 略 初年度（事業実施期間 略

事務管理関連雇用事業 の初日から起算して１

の開始の日から起算し 年間をいう。以下同

て１年間をいう。以下 じ。）

同じ。）
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略 略

備考 この表に定める新規雇用労働者のうち県内転 備考 右欄に定める数の合計数の算定においては、

入者の数は、第２条第１項第４号の表の右欄に 新規雇用労働者のうち県内転入者である新規雇

定める人数を限度とする。 用労働者の数は、２を限度とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の鳥取県企業立地等事業助成条例第２条第１項

第４号の規定による知事の認定を受けた事務管理部門雇用創出事業は、改正後の鳥取県企業立地等事業助成条

例（以下「新条例」という。）第２条第１項第４号の規定による知事の認定を受けたコンテンツ・事務管理関

連雇用事業とみなす。

３ 新条例第３条第３項の規定は、施行日以後に新条例第２条第１項第２号の規定による知事の認定を受ける企

業立地事業について適用する。
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警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年７月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第50号

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

警察職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和29年鳥取県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（銃器犯罪捜査手当） （銃器犯罪捜査手当）

第21条 銃器犯罪捜査手当は、職員が防弾装備を着装 第21条 銃器犯罪捜査手当は、職員が防弾装備を着装

し、武器を携帯して行う次に掲げる作業に従事した し、武器を携帯して行う次に掲げる作業に従事した

ときに支給する。 ときに支給する。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 暴力団若しくは暴力団に類する組織又は銃器

を使用するおそれのある者による危害を防止する

ために保護を受ける者の身辺警護又は居宅等に対

する張付警戒の作業

２ 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日１日 ２ 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日１日

につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それ につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 ぞれ当該各号に定める額とする。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 前項第４号及び第５号の作業 820円 (４) 前項第４号の作業 820円

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

１ 略 １ 略

（東日本大震災の被災地における作業に係る死体取扱 （東日本大震災の被災地における作業に係る死体取扱

手当の特例） 手当の特例）

２ 略 ２ 略

（東日本大震災の被災地における作業に係る災害応急 （東日本大震災の被災地における作業に係る災害応急

手当の特例） 手当の特例）

３及び４ 略 ３及び４ 略

５ 第18条第１項に規定する場合のほか、職員が次に ５ 第18条第１項に規定する場合のほか、職員が次に

掲げる作業に従事したときは、災害応急手当を支給 掲げる作業に従事したときは、災害応急手当を支給

する。 する。

(１) 略 (１) 略

(２) 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第 (２) 前号に規定する区域の周辺の区域であって、

156号）第20条第３項の規定に基づく原子力災害 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156

対策本部長の地方公共団体の長に対する指示（以 号）第28条第２項の規定により読み替えて適用す

下「本部長指示」という。）により警戒区域に設 る災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第63

定することとされた区域（前号、第４号及び第５ 条第１項の規定により警戒区域に設定された区域
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号に規定する区域並びに本部長指示により避難指 （警戒区域が設定されるまでの間の当該区域を含

示解除準備区域に設定することとされた区域を除 む。）において行う作業

く。）において行う作業

(３) 本部長指示により居住者等が避難のための立 (３) 前号に規定する区域の周辺の区域であって、

退き又は避難のための計画的な立退きを行うこと 原子力災害対策特別措置法第28条第２項の規定に

とされた区域（前２号、次号及び第５号に規定す より読み替えて適用する災害対策基本法第60条第

る区域並びに本部長指示により避難指示解除準備 １項の規定により避難のための立退き又は計画的

区域に設定することとされた区域を除く。）にお な立退きを指示された区域（指示があるまでの間

いて行う作業 の当該区域を含む。）において行う作業

(４) 本部長指示により帰還困難区域に設定するこ (４) 第２号に規定する区域の周辺の区域であっ

ととされた区域（第１号に規定する区域を除 て、原子力災害対策特別措置法第28条第２項の規

く。）において行う作業 定により読み替えて適用する災害対策基本法第60

条第１項の規定により屋内への退避を指示された

区域（指示があるまでの間の当該区域を含む。）

において行う作業（前号に掲げる作業を除く。）

(５) 本部長指示により居住制限区域に設定するこ

ととされた区域（第１号及び前号に規定する区域

を除く。）において行う作業

６ 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日１日 ６ 前項の手当の額は、職員が作業に従事した日１日

につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それ につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 ぞれ当該各号に定める額とする。

(１) 前項第１号の作業のうち原子炉建屋（人事委 (１) 前項第１号の作業のうち人事委員会が定める

員会が定めるものに限る。）内において行うもの 施設内において行うもの 5,000円

40,000円

(２) 前項第１号の作業のうち前号及び次号に掲げ (２) 前項第１号の作業のうち前号に掲げるもの以

るもの以外のもの 13,300円 外のもの 20,000円（心身に著しい負担を与える

と人事委員会が認める作業に従事した場合にあっ

ては、当該額にその100分の100に相当する額を超

えない範囲内において人事委員会が定める額を加

算した額）

(３) 前項第１号の作業のうち人事委員会が定める

施設内において行うもの 3,300円

(４) 前項第２号及び第４号の作業のうち屋外にお (３) 前項第２号の作業のうち屋外において行うも

いて行うもの 6,600円 の 10,000円（心身に著しい負担を与えると人事

委員会が認める作業に従事した場合にあっては、

当該額にその100分の100に相当する額を加算した

額）

(５) 前項第２号及び第４号の作業のうち屋内にお (４) 前項第２号の作業のうち屋内において行うも

いて行うもの 1,330円 の 2,000円（心身に著しい負担を与えると人事

委員会が認める作業に従事した場合にあっては、

当該額にその100分の100に相当する額を加算した

額）

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

(７) 前項第４号の作業 2,500円
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(８) 前項第５号の作業のうち屋外において行うも

の 3,300円

(９) 前項第５号の作業のうち屋内において行うも

の 660円

７ 略 ７ 略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正前の警察職員の特殊勤務手当に関する条例（以下「旧条例」という。）附則第５項第３号の作業のうち

原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第20条第３項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地

方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において平成24年４月16日以後

に行われたものに対する旧条例附則第６項の規定の適用については、同項第５号中「5,000円」とあるのは

「6,600円」と、同項第６号中「1,000円」とあるのは「1,330円」とする。

（手当の内払）

３ 前項の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された手当は、同項の規定による手当

の内払とみなす。


